
 「富士市地区まちづくり活動推進条例（案）」 

タウンミーティングの実施結果について 

 

 

１ タウンミーティングの開催概要                                  

第１回タウンミーティング  

日  時： 平成２８年７月５日（火）１９時～２０時半 

場  所： 富士川ふれあいホール 

第２回タウンミーティング  

日  時： 平成２８年７月１２日（火）１９時～２０時半 

場  所： 吉永まちづくりセンター 

第３回タウンミーティング  

日  時： 平成２８年７月１３日（水）１９時～２０時半 

場  所： 大淵まちづくりセンター 

第４回タウンミーティング 

 日  時： 平成２８年７月２０日（水）１９時～２０時半 

場  所： 富士市役所消防防災庁舎７階大会議室 

 

２ 実施結果                                    

（１）参加者の数           ２２７人（①３９人②５１人③４６人④９１人） 

（２）発言者の数    ３３人（①７人②１２人③７人④７人) 

（３）意見の数       ４４件（①１４件②１４件③７件④９件） 

（４）意見の反映状況 

 反映する（一部反映を含む）    １件 

 既に盛り込み済み     ０件 

 今後の参考にするもの    ９件 

 反映できないもの     ０件 

 その他     ３４件 

 

平成２８年８月 

富士市 市民部 まちづくり課 



№ 意見の内容 市の回答 反映結果

1

　逐条解説（Ｐ４）第６条に「まちづくり協
議会の組織等」とあるが、新条例を作る際に
まちづくり協議会の組織はどのような組織を
想定されているのか。どのようなメンバーで
どのような内容の協議がされるのか、できる
だけ詳細な内容を教えてほしい。

　まちづくり活動推進条例はこれから新たに
何かを作っていくためのものではなく、いま
現在行っているまちづくり活動の拠り所を明
確にするための条例であります。
　まちづくり協議会は今ある個々の諸団体の
強みを生かして、横のつながり・ネットワー
クを強化した組織体で、既に体制ができてお
り活動していただいておりますので、新たに
組織を作るイメージではないです。
　協議会活動の内容については、既に規約を
設けて現在活動を進めていると思いますの
で、行政の方でこのような活動をしてくれと
いうことではないです。活動を進めて行く中
では、民主的な方法で意思決定を行い、事業
を進めていく、このような組織をまちづくり
協議会として捉えています。
　こうした現状を踏まえ、現在の地区まちづ
くり活動を確実に将来へと いでいくため
に、この条例が柱となるものと考えていま
す。

その他

2

　２６地区の各まちづくり協議会は同じよう
な組織なのか、地区により違いがあるのか。
まちづくり協議会の活動状況は、実働部隊は
なく、各諸団体に支えられ成り立っていると
聞いている。
条例が制定されれば、どなたでも理解でき今
は広く知れ渡ると思うが、今後何年か経った
ときに条例が一人歩きしないか。各地区のま
ちづくり協議会の内容をどこまで把握してい
るのか。

　まちづくり協議会は二十数団体が参画し活
動している組織としては２６地区変わりない
です。
　具体的な組織内容については、部会や委員
会、実行委員会等、内部の連携体制が各地区
によりやりやすい体制をそれぞれ設けていま
す。
　まちづくり協議会は設立３年目ということ
で、連携が上手くいき活性化している地区も
あれば、もう少し連携体制を作っていく必要
のある地区もあるのが現状です。
　条例を将来につなげていくために、いつの
時代においても理解や認識に違いが出ないよ
うにするのは大事なことなので、逐条解説を
確認していくための資料としたいと考えてお
ります。

その他

3

　第１０条４項（Ｐ６）「事務局機能の充実
に関する支援」について具体的に教えてほし
い。

　現状は各まちづくりセンターに市の職員が
配置されており、協議会の事務局として、運
営体制をサポートしています。力こぶ増進計
画の中でまちづくり協議会は、将来的には住
民主体の事務局運営体制ができることを明文
化しているので、そのための事務局支援を段
階的におこなっていきます。今年で力こぶ増
進計画も最終年度になりますので、まちづく
り協議会の役員のみなさまとのワークショッ
プ等をやりながらどのような支援体制がよい
か今後詰めていきたいと思っています。

その他

○第１回タウンミーティング　

日時：平成２８年７月５日（火）１９時～２０時半　

場所：富士川ふれあいホール

参加人数：３９人

富士市地区まちづくり活動推進条例タウンミーティング実施結果

-1-



№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

4

　第１０条１項「地区まちづくり活動に関す
る財政的支援」についての詳細と、以前出さ
れた一括補助金の案について今後もあるの
か。現在、地区において気持ちよく力を合わ
せてまちづくり活動をやっているが、今後続
いていくまちづくり活動の中で、一部の誰か
に負担がいくことはないと明言していただけ
るとありがたい。

　包括補助金とは活動補助金をまとめてまち
づくり協議会に交付して、協議会の中で協議
して各部会へ分配していく補助金です。以前
にまちづくり協議会会長連絡会の中で、体育
祭、文化祭、まちづくり推進事業、防犯の４
つの補助金についての包括化をお示しさせて
いただき、様々なご意見をいただいたので、
今後市役所内でも話し合っていかなければな
りません。今年度は力こぶ増進計画の最終年
度となり、計画の検証を行っていく中で、地
域の皆様からもいろんなご意見をいただきな
がら方向性を探っていきたいと思っていま
す。
　それから、様々な団体の横のつながりを強
化したものがまちづくり協議会ですので、基
本的にはある一部の人にあまり負担が掛から
ないような仕組み作りをイメージして、この
条例の中で組織のあり方を示させていただき
ました。

今後の参
考にする
もの

5

　少子高齢化で人口が減っていく中で、合理
的にやっていくのはわかるが、実際にまちづ
くり協議会の組織の中には交通安全協会や指
導委員会等、補助する団体が県や市の団体も
ある。それらを今後統合していくのは大変で
はないか。

　今後、少子高齢化が更に進み、諸団体の整
理・統合が具体的必要になってくる時もある
かもしれませんが、現状は個々の活発な取組
を生かして横のつながりをしっかりと作って
いこうというのが主旨です。
　全ての団体を統合することが目的ではな
く、横のつながりを強化し、お互いが出来る
範囲で協力し合っていく体制を作っていくこ
とが、まちづくり協議会の肝になるかと思い
ます。

その他

6

　第５条（市民等の責務）に「地区まちづく
り活動に参画するよう努めるものとする。」
とあるが、このような条例ができてもなかな
か地域の人たちに理解が進まない。文書を渡
すだけでは内容が伝わらないし、みんな参画
しない。みんなが参画するには、行政・市の
協力、支援が必要である。協議会役員に説明
するだけでなく、地域の人たちに浸透するよ
うな活動を市にはしてもらいたい。

　住民参加が基本ですので、行政の方も条例
は作って終わりではなく、しっかり周知する
ことも考えています。
　広報ふじや集会等で条例の主旨を説明する
場を設ける等、今後周知の方にもしっかりと
力を入れていきます。 今後の参

考にする
もの

7

　この条例を作っていただいて、地区活動の拠
り所にするんだとしっかり言っているので心強
い。市の条例がたくさんある中でこの条例は他
の条例と同格と考えてよいか。

　条例については、すべて同列であり、上下
関係はありません。

その他

-2-



№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

8

　第５条に市民等の責務として、「地区まち
づくり活動に参画するよう努めるものとす
る。」と
あるが、町内会等への勧誘のアプローチの際
にこの条例を利用してよいか。

　町内会への加入の促進については、町内会
は任意団体であり加入の義務はできない中
で、町内においても「加入に努めなければな
らない。」としか表現できません。
　他市の状況では、町内会加入促進条例を定
めているところもありますが、富士市として
今回作らせていただくものは、「小学校単位
のまちづくり活動に市民等が参画していきま
しょう。」という宣言をする条例となってい
ます。

その他

9

　他にたくさんある市の条例等とバッティン
グすることはないか。例えば、地区住民の意
思に反する形で、市の方針に基づき地区内の
公共施設の売却が決まった際に、この条例を
もとにまちづくり協議会として市と対等に協
議していけると考えてよいか。

　他の条例と対等にはなりますが、あくまで
本条例は理念条例となっています。市民活動
推進条例等の関係する条例とのすり合わせは
行っております。公共施設の売却の件等につ
きましては、まちづくり協議会として意思決
定したことについての行政とのやりとりにな
ります。
　この条例を根拠に他の条例等に基づく取組
に関することに言及するとというのは趣旨と
違うかと思います。

その他

10

　言葉の中で「地区」と「地域の」コミュニ
ティがあるがどちらが大きいのか。公共施設
の２０％カットや売却についての話が出てい
ると思うが、コミュニティとして今まで使っ
てきて、今後も使っていきたい気持ちがあ
る。コミュニティ施設として重要なものもあ
り、今後も使っていきたいと考えている中
で、市の専決事項だからで片付けられると今
後のコミュニティ活動の目を摘んでしまうこ
とにならないか。

　（本条例でなくＦＭについてのため）御意
見として承ります。

その他

11

　まちづくり課の主導でまちづくり協議会が
発足し、既に走っている。この条例は２年か
けて案を作り、この条例はまちづくり協議会
の背景がとても整理された内容になっている
ので、これはこれでよいが、この条例を見な
がらまちづくり活動をやっているわけではな
く、既に情熱を持って活動している。今回の
タウンミーティングの目的の１つは、条例を
作ることへの理解と、地区の歴史の中で全国
に誇れる活動があって、今後ももっともっと
続いていくよう頑張ってほしいということ、
さらに現在新しい連携が生まれて新しい活動
が生まれている地区もあり、新たな連携を模
索していってほしいというまちづくり課の意
思として受けとった。

　感想であるため、貴重な御意見として参考
にさせていただきます。

今後の参
考にする
もの

-3-



№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

12

　現在まちづくり活動はみんなで力を合わせ
てやっており、関係各所にはいろいろお願い
にいっているところだが、まちづくり活動を
する際にまちづくり課にもっとバックアップ
してもらいたい。まちづくり課のバックアッ
プがあれば、もっと各地区も頑張るのではな
いか。

　感想であるため、貴重な御意見として参考
にさせていただきます。

今後の参
考にする
もの

13

　条例というと、上から目線（トップダウ
ン）の印象を受けかねない。よく読むとそう
ではないことがわかるので、市と各地区の両
輪のイメージがほしい。条例というとどうし
ても上から目線を感じてしまう。もっと一般
市民が一目でわかるような視覚的なものを入
れたほうがよい。コミュニティの希薄化の原
因は、個人のライフスタイルや趣味が多様化
し、個人で楽しめる時代になったからだが、
でもそれだけでは地域社会は成り立たない。
活性化している地域には長生きしている人が
多く、地域コミュニティに参加している人が
多いと聞くので、そのようなデータ（資料）
も示した方がよい。

　感想であるため、貴重な御意見として参考
にさせていただきます。

今後の参
考にする
もの

14

　第２条の市民等の定義に「市内に事務所を
有する法人その他の団体」とあるが、大きな
法人を取り込んでいくことになじみがない。

　法人といっても、大企業からＮＰＯ法人ま
で様々あり、大企業がまちづくり協議会に参
画するイメージはしにくいですが、１つの例
として天間地区のコカ・コーラとの協定等が
あげられます。
　また、まちづくり協議会の構成団体にＮＰ
Ｏ法人が名を連ねている地区もあります。条
例検討会議の中で、法人も入れたほうがよい
のではとの意見もあり、それを反映していま
す。 その他

-4-



№ 意見の内容 市の回答 反映結果

1

　第２条で市民等を「市内に居住し、通勤
し、又は通学する者」と定義している。「居
住し、」の後ろに入るのが「あるいは」なの
か「かつ」なのかで意味が変わるが、どう理
解すればよいか。

　条例特有の表現で、居住、通勤、通学のい
ずれかに該当している人のことです。「ある
いは」という考え方でよろしいかと思いま
す。 その他

2

　市内のまちづくり協議会のうち、完全に組
織された地区、つまり、その地区にある個々
の団体がまちづくり協議会の中で完全に１つ
になって活動している地区はあるのか。

　まちづくり協議会は、１つの組織にしよう
とか、全ての団体を同じ活動方針でやろうと
かするのではなく、個々の団体や個々の活動
を活かしたまま、横のつながりを築くネット
ワークの場をつくるために設置されました。
　まちづくり協議会にすべてを一本化してい
こうというのは意図するところではありませ
んし、ここが完全体というのもありません。

その他

3

　まちづくり協議会は会社でいえばどういっ
た組織になるのか。

　まちづくり協議会は会社の組織ではありま
せん。トップダウンとか社長が1人で旗を
振ってとか、それとは違う形をとります。目
的を同じくする様々な団体が集まって、みん
なで話し合ってお互いに協力して物事を進め
ていく、そういうネットワークを強化するの
がまちづくり協議会です。

その他

4

　まちづくり協議会の運営について、どこか
で誰かがイニシアチブをとる必要があるので
は。

　まちづくり協議会の中にある役員会といっ
たような場で話し合ったうえでイニシアチブ
をとるのではと思います。強いて言うなら会
社の役員会かと思います。 その他

5

　これまでは連合町内会が各団体を取り込ん
で活動していたが、まちづくり協議会を立て
ると二本立てになる。連合町内会を解体して
まちづくり協議会に一本化したらどうか。

　まちづくり協議会の設立は、各団体を解体
したり、一本化したりするものではありませ
ん。各団体が過去に積み上げてきた実績等を
尊重してその強みを活かしながら、他の各団
体と話し合ってお互いに協力しながら地域の
課題を解決していく、これがまちづくり協議
会の肝と考えています。

その他

富士市地区まちづくり活動推進条例タウンミーティング実施結果

○第２回タウンミーティング　

日時：平成２８年７月１２日（火）１９時～２０時半　

場所：吉永まちづくりセンター

参加人数：５１人
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№ 意見の内容 市の回答 反映結果

6

　第１０条に市の財政支援について書かれて
いるが、部会が活動すれば、市で財政支援を
１００％なり８０％なり確実にしてくれるの
か。

　「まちづくり推進事業補助金」という５０
万円を上限とした補助金があり、各地区まち
づくり協議会の様々な事業に対して財政支援
をしています。加えて、まちづくり推進事
業、文化祭、体育祭、防犯、これら４つへの
補助金を包括して、その使途を地区の皆様で
話し合っていただくための「包括補助金」を
検討しています。
　部会の活動資金については、冒頭の説明で
新しい事業の事例紹介をしたので、誤解を与
えてしまったのかもしれませんが、けっして
新しい事業を立ち上げてくださいというわけ
ではありません。既存の事業を見直すとか、
同様の活動をしている団体が一緒に活動する
とか、地域の皆様で今までの事業等の見直し
をしていただければと思います。

その他

7

　包括補助金の「包括」とは、体育祭や文化
祭などに対して出されている補助金を一本化
して地区に交付するという意味か。
　また、包括補助金に変わるのはいつ頃か。
平成２９年度を目途にという話を聴いたこと
がある。

　包括の意味は、そのような捉え方でよろし
いかと思います。時期について、市で年限を
切っていつ頃というのは決まっていません。
　皆様の御意見を伺いながら、より良い補助
金のあり方について制度設計をしてまいりた
いと考えています。

その他

8

　第１０条に人材育成の支援とあるが、この
条例だけではどんな支援かが分からないの
で、具体的にこういう支援をするといった文
書があれば分かりやすいと思う。

　どこまで具体的に書けるかは別の話になり
ますが、条例の制定後、条例の内容を分かり
やすく周知するリーフレット等を作ることを
考えています。

今後の参
考にする
もの

9

　冒頭の説明で、町内会加入率が約８５%で
高いとなっていたが、逆から見れば１５％が
町内会に加入していない。今後は加入者が
減ってこの割合も大きくなり、希薄化してい
くと思うが、加入率をどう捉えているのか、
他の市町村の状況と比較しながら伺いたい。
　また、希薄化が進めばまちづくり活動に参
加する人数は少なくなる。一部の人に負荷が
偏るのではなく、多くの人に参加してもらう
ために、今後はまちづくり活動の負荷を減ら
していくことが大事と考えるが、どう捉えて
いるか。

　まず加入率ですが、静岡県内は比較的高
く、８０％前後の市町村が多いです。都市部
では５０％に達しないようなところもある中
で、富士市は静岡県内で見ても町内会加入率
が高く、まちづくり活動に参加する人も多い
と認識しています。
　次に一部の人に負担が偏ることについて、
抜本的な解決は難しいと思いますが、まちづ
くり協議会で話し合って、一部の人に負担が
偏らないような仕組みづくりをしていただけ
ればと思います。

その他
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№ 意見の内容 市の回答 反映結果

10

　資料No.２逐条解説に条例前文第４段落の
説明として「平成２７年度世論調査の結果に
おいても、地域コミュニティへの帰属意識や
地区まちづくり活動への参加意識の低下が顕
著に現れています。」と書かれている。これ
は平成２７年度以前からずっと続いているこ
とだと思うが、くわしい内容を、数値やデー
タがあれば併せて伺いたい。

　平成２７年度と平成２０年度の世論調査を
比較しています。町内会に加入している理由
を見ると、配布物で生活に必要な情報が得ら
れるから、あるいは、ごみの集積所や防犯街
路灯の設置などの住民サービスが受けられる
からという割合が大きくなり、人と人とのつ
ながりが大事だからといった割合は小さく
なっています。
　また、地域コミュニティ活動への参加意識
という項目において、地域の美化活動とか防
災・消防に関する訓練活動とか、自分にとっ
て身近なところや安全・安心に関わるところ
での参加意識は大きくなっていますが、その
他での参加意識は軒並み小さくなっていま
す。具体的な数値は富士市ウェブサイトで公
開していますので御覧いただければと思いま
す。

その他

11

　「タウンミーティング」「パブリックコメ
ント」「コミュニティ」といった言葉が分か
りづらい。条例の中では仕方ないが、冒頭の
説明などではもっと分かりやすい言葉を使っ
てほしい。

　御意見としてお伺いします。

その他

12

　条例を住民に浸透させたいならば、４回の
タウンミーティングでは不十分ではないか。
今回のタウンミーティングも地区の役員だけ
が出席して、一般の住民は出席していない。
各地区でやるべきではなかったか。

　４回では不十分だと言われれば申し訳な
かったのですが、条例は富士市まちづくり活
動推進条例検討会議で２年間検討され、まち
づくり協議会会長連絡会でも経過報告をして
意見をいただいてきました。今回のタウン
ミーティングは、富士市まちづくり活動推進
条例検討会議が平成２８年３月に出した最終
案に対して、市はこういう結論を出したとい
う報告会であり、１か月間のパブリックコメ
ントと併用して設けられています。パブリッ
クコメントは７月２２日まで続いていますの
で、御意見等はパブリックコメントにいただ
ければと思います。

その他
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13

　今回のタウンミーティングには何地区集
まっているのか。

　事前にいただいた名簿では、吉原、吉永、
須津、浮島、原田、富士見台、神戸、吉永北
の８地区となっています。

その他

14

　まちづくり協議会会長を連合町内会会長が
務めている地区は何地区あるのか。それに
よって広報する力が変わってくる。

　富士市全体で申しますと、まちづくり協議
会会長を、約３分の２の地区では連合町内会
会長が務め、約３分の１の地区では連合町内
会会長のＯＢ、生涯学習推進会会長、学識経
験者などが務めています。

その他
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№ 意見の内容 市の回答 反映結果

1

　第１０条第４号の逐条解説にまちづくり協
議会の事務局について、「将来的には地区の
市民等が主体となった運営体制が確立される
ように」とあるが、まちづくり協議会から市
は手を引いて、地区で運営するという理解で
いいのか。現在はまちづくりセンターのセン
ター長・職員に手伝ってもらっているが、今
後は市との関係を絶つ、市は撤退する、地区
独自でやるということなのか。そうであるな
らば、その時期はいつか。

　まちづくりセンターは、現在、事務局とし
てまちづくり協議会を支援しています。今後
も、職員がまちづくりセンターに配置される
ことに変わりはありませんが、「地域の力こ
ぶ増進計画」にもありますように、まちづく
り協議会の目的である住民主体の運営体制に
重きを置く形が望ましいと考えております。
　計画は本年度が最終年度となりますので、
これまでの取組について検証し、今後の方向
性を検討するワークショップを開催します。
　こうした取組の中で、事務局体制を含めた
今後の市の支援について検討させていただき
たいと考えております。現状は、いつまでに
どうするという具体的な時期については決
まっておりません。

その他

2

区の夏祭り等の関係で、公園の使用許可
は、現在個別にみどりの課に申請を出してい
るが、これからは許可はすべてまちづくり協
議会からまちづくり課に対して行うのか。

　市の組織に変更があるわけではないので、
これまでと変わらずに担当課へ直接申請を出
していただきたいです。
　今、それぞれの団体が実施している個別の
行事に関して、すべてまちづくり協議会が取
りまとめるということではないです。
　地区で活動する様々な団体等の横の連携を
生かして、地区をより良くしていくために力
を合わせて課題解決に取り込んでいくこと
が、まちづくり協議会の活動主旨となりま
す。

その他

3

　まちづくり協議会の活動は多岐に渡る。協
議会の会長は非常に忙しい中、現在はボラン
ティアで活動している。電話、車、ガソリン
代等はすべて自己負担である。今後、市が報
酬を支払う考えはあるか。

　地域の力こぶ増進計画の今後の取組にも関
わってくる事柄でありますので、検討課題と
して御意見をお預かりさせていただきます。

今後の参
考にする
もの

4

　タウンミーティングは意見を預かる場と
言ったが、次第には質疑応答と書いてある。
ある程度の市の考え方を提出していただきた
い。報酬については、現段階では考えていな
いということかと思うので、「これは意見と
して伺っておく」というような話し方でもい
いので、次第に則った対応をしてほしい。

　御意見としてお伺いします。

その他

富士市地区まちづくり活動推進条例タウンミーティング実施結果

○第３回タウンミーティング　

日時：平成２８年７月１３日（水）１９時～２０時半　

場所：大淵まちづくりセンター

参加人数：４６人
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№ 意見の内容 市の回答 反映結果

5

　説明していただいたパワーポイントのう
ち、「条例の検討経過」のところに、庁内協
議とあるが馴染みがない表現である聞いたこ
とがない。庁内とはどういうものを指すの
か。

　例規審査会や部長会議等、市役所の内部組
織で協議を重ねたということです。

その他

6

　今日は意見交換ということで質疑が終ろう
としているが、条文を始めから読んで、ここ
で何が問題になるのか、こう言う事を聞きた
いと言うのは質問として出し辛い。この場だ
けで終るのでなくて、持ち帰って、しっかり
読み込み、疑問があれば再度質問をすること
に対して回答することは考えていないのか。

　６/２３から７/２２までパブリックコメン
ト制度による意見募集も並行して実施してい
ます。今回のタウンミーティングは、地区ま
ちづくり活動に携わるより多くに皆様の御意
見を伺うために、市内４エリアにて開催させ
ていただきました。もし、この会場で御意見
が浮かばなくても、パブリックコメント制度
によって、２２日までは御意見を受け付けて
おりますので、御活用ください。頂いた御意
見につきましては、市から必ず回答をいたし
ます。

その他

　この条例ができれば、どのような形で何が
解決されていくのかがよく見えない。条例が
できればこれが解決していくと書いてあると
思うが、その過程が分からないので説明して
いただきたい。

　条例ができれば全てが解決するという訳で
はありません。正に、スタート地点に立った
ということになるかと思います。
　なぜ今、条例が必要なのかという点は、社
会状況の変化に加え、ライフスタイルが多様
化している中、地域コミュニティの希薄化が
危惧されているからです。
　地域力という観点で言うと、町内会の加入
率も年々落ちてきている現状にあります。富
士市はいまだに町内会加入率８０％を超えて
いますが、富士宮市は７０％台、都会ではそ
もそも機能していないところもあると聞いて
います。
　ただ、災害時など行政の支援が行き届かな
いことがある中で、町内会での声掛けとか、
地区ごとの活動による日頃の付き合いの役割
が再認識されています。
　地区のまちづくり活動を盛り上げることに
よって、地域が活性化され、人との繋がりを
つくっていくということが、最終的にはこの
ような課題に対応すると考えています。
　富士市として、小学校区の活発なまちづく
りを未来永劫、１０年２０年と言わず５０年
１００年、孫、ひ孫と続けていくという決意
を市として宣言することがこの条例です。
　この条例が制定された際には、リーフレッ
ト等を作成し、より多くの皆さんに周知して
いきます。地区まちづくり活動を活発にして
課題を解決することがこれからスタートする
ので、この条例が必要になると考えていま
す。

その他7
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№ 意見の内容 市の回答 反映結果

1

　このような大切な説明会を、なぜ各地区で
行わないのか。その理由を教えて欲しい。周
知徹底しなければいけないのに、４箇所で周
知可能なのか。

　本条例は、富士市まちづくり活動推進条例
検討会議において２年間検討いただいてお
り、この間、まちづくり協議会会長連絡会に
て報告をさせていただくとともに、ウェブサ
イトに検討会議の議事内容と詳細な議事録を
随時公開してきました。
　今回の条例案は検討会議の構成案を元に作
成したものであり、現在、７月２２日までパ
ブリックコメント制度により、広く市民の皆
様から意見を募集しています。
　タウンミーティングは、実際に地区まちづ
くり活動に携わる多くの皆様に御意見を伺う
場としてパブリックコメントと同じ位置付け
で期間内の４回実施するものです。
　皆様から頂いた御意見のうち反映できるも
のは反映した上で、１１月１日の条例施行を
目指しています。
　条例が制定された際には、シンポジウムや
広報ふじの特集、更にはリーフレット等の配
布をして、周知に努めてまいります。

その他

2

第１０条の人材育成に関する支援について、
市の企画した地区人材育成事業に来ていた人
は、すでに地区のまちづくりに携わっている役
員ばかりだった。

市は講師の派遣などを行い、地区で人材を育
てろということなのか。

地区の現役員は、地域の力こぶ増進計画のた
めに従来以上負担が増えている。その中で、新
しい人が入ってきて同じ方向を見てやっていけ
るのか。

　地区人材育成事業は、市内６ブロックごと
にまちづくりセンターが主催して行なった講
座であり、確かに現状の役員の皆様に向けた
講座や講演が多かったです。しかしながら、
ブロックによっては新しい人材の発掘を目的
に開催した所もあります。
　条例が制定されることで、今後、市が人材
育成に関して、何もやらなくなるわけではあ
りません。
　世論調査等の結果も踏まえて、まちづくり
活動への参画意識の低下が顕著に現れてい
る、若者向けの人材育成講座「ＦＵＪＩ未来
塾」を昨年度から開講し、地域課題を自分事
として活動する若い人材の育成を目指してお
ります。
　また、中学を卒業すると、地域活動との関
わりが少なくなる高校生たちに向けた取組と
して、高校生達とまちづくり協議会の役員や
センター職員との交流を促し、高校生達なり
に地域課題の解決プランを提案する富士市立
高校の究タイム市役所プランの取組に協力し
て取り組んでいます。
　今後も地区まちづくり活動に携わる人材を
育成するために、複層的に取組んでまいりま
す。

その他

富士市地区まちづくり活動推進条例タウンミーティング実施結果

○第４回タウンミーティング　

日時：平成２８年７月２０日（水）１９時～２０時半　

場所：消防防災庁舎７階大会議室

参加人数：９１人

-11-



№ 意見の内容 市の回答 反映結果

3

　市の職員にも地域のことに、地区班以外に
も、関わって欲しい。市の職員が関われば、
地区とのパイプ役になれるのではないか。

　職員も地元に帰れば一住民であり、個人の
立場で役割を担っている例も多いと思いま
す。
　まちづくり課においては、地区まちづくり
地区担当班の活動支援や、まちづくりハンド
ブックの配布、職員向けまちづくり講演会の
開催等、職員が積極的に地区まちづくり活動
に参画するよう啓発に努めてまいります。

今後の参
考にする
もの

4

　条例で、第４条の市の責務と、第７条の活
動拠点となるまちづくりセンターの関連がよ
く分からない。まちづくりセンターの講座の
中で、まちづくりのための講座、地区の人向
けの講座を実施するなど、条例の中にも明記
して欲しい。役員のための条例ではなくて、
地域の人を巻き込まないといけない。だか
ら、地域の人を巻き込むために、より具体的
なことを条例に入れた方がよい。

　現状でも、まちづくり協議会と共催で行な
う講座や、まちづくり協議会が主催する地区
住民向けの講座は実施されております。
　本条例は理念条例であり、まちづくりセン
ターが地区の人材育成講座を実施する等の個
別具体的な内容を条例に明記することは難し
いと考えます。
　条例が制定された際には、シンポジウムや
広報ふじの特集、更にはリーフレット等の配
布をして、周知に努めてまいります。

その他

5

　今、条例が必要なのか理解できない。まち
づくり推進会議が地区によってうまく機能し
なかったからという理解で良いのか。

　まちづくり協議会の前身であるまちづくり
推進会議は、昭和６０年代前半から各地区で
自主的に設立されてきました。
　この設立の際に特に統一的な取り決めがな
かったため、地区によってまちづくり推進会
議の考え方がまちまちであった現状にありま
す。
　また、まちづくり推進会議には、地区の
様々な団体が構成団体として名を連ねている
のにも拘らず、個々の活動が活発であるがゆ
えに、イベント開催時に集まる機会はあって
も、なかなかお互いが連携協力して取り組む
ような事例も生まれづらい状況にありまし
た。
　まちづくり協議会は、こうした個々の活発
な活動の強みを活かして、より横のつながり
を作り、地区が一体となった強い地域コミュ
ニティの実現を目指すものです。
　条例の制定に際しては、このまちづくり協
議会の基本的なあり方や市との役割分担等を
明確に位置付けることも目的のひとつであり
ます。

その他
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6

　まちづくり協議会の市全体の組織は作らな
いという認識で良いか。

　現状、各地区のまちづくり協議会会長が一
堂に会する連絡会を年２回程度、市主催で開
催しておりますが、まちづくり協議会会長に
よる連合組織を設けることは考えておりませ
ん。

その他

7

　条例のタイトルに期待したが、内容はもう
少し具体的なものであって欲しかった。市外
から移住してきたような人は、そもそも地区
の組織が分からないし、小学校区にまちづく
りセンターがあると言っても、市内の小学校
の数も、地区の位置関係も知らないので、そ
ういった具体的な情報を条例の別表で示すな
どのことを考えてほしかった。
　今回の条例は、抽象的で、これでは具体的
な効果はない。これを読めば柱になるような
条例にして欲しかった。今後、条例の周知を
する際には、具体的な面を入れて欲しい。

　条例が制定された際には、よりわかりやす
いリーフレット等を作成して、周知を図って
生きたいと考えております。貴重な御意見を
頂きましたので、参考とさせていただきま
す。

今後の参
考にする
もの

8

　理念を表す条例ならば、末端の市民に知ら
せないといけない。周知するのは市の仕事
だ。市民へ浸透するようにやって欲しい。

　条例が制定された際には、シンポジウムや
広報ふじの特集、更にはリーフレット等の配
布をして、周知に努めてまいります。

その他

9

　資料２の３Ｐの第３条基本理念の中にある
「協働」とはどういうことか。
　理念なので、市民一人一人に知らせないと
いけない。

　「協働」とは、市と市民が対等な関係でお
互いが出来ることを実行することで解決して
いくことと考えます。具体的に言葉で表すこ
とは難しいですが、これには様々な形がある
と思います。これから「協働」の新しい取組
を進めるのではなく、今までも進めてきたこ
ととして、基本理念に示しています。逐条解
説にて補足の説明をさせていただきます。
　条例が制定された際には、シンポジウムや
広報ふじの特集、更にはリーフレット等の配
布をして、周知に努めてまいります。

反映する
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